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附
属
書
三
（
第
三
章
関
係
）

品
目
別
規
則

第
一
編

一
般
的
注
釈

１

こ
の
附
属
書
に
定
め
る
品
目
別
規
則
の
適
用
上
、

特
定
の
項
又
は
号
の
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
品
目
別
規
則
又
は
一
連
の
品
目
別
規
則
は
、
次
編
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

(a)
る
項
又
は
号
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
則
と
す
る
。

こ
の
附
属
書
の
中
で
、
重
量
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
乾
燥
重
量
を
い
う
。

(b)

関
税
分
類
の
変
更
及
び
特
定
の
製
造
若
し
く
は
加
工
作
業
の
要
件
は
、
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

(c)

次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

(d)

「
部
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
部
を
い
う
。

(i)

「
類
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
を
い
う
。

(ii)

「
項
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
四
桁
を
い
う
。

(iii)

「
号
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
六
桁
を
い
う
。

(iv)
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２

こ
の
附
属
書
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
編

品
目
別
規
則

第
一
部

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
動
物
性
生
産
品
（
第
一
類
か
ら
第
五
類
ま
で
）

第
一
類

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

〇
一
・
〇
一－

〇
一
・
〇
六

第
〇
一
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
一
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
二
類

肉
及
び
食
用
の
く
ず
肉

〇
二
・
〇
一－

〇
二
・
一
〇

第
〇
二
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
二
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

一
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
三
類

魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物

せ
い

注
釈

第
三
類
の
シ
ュ
リ
ン
プ
及
び
プ
ロ
ー
ン
（
リ
ト
ペ
ナ
エ
ウ
ス
・
バ
ナ
メ
イ
）
、
フ
ラ
ウ
ン
ダ
ー
（
パ
ラ
リ

ク
テ
ィ
ス
・
ア
ド
ス
ペ
ル
ス
ス
）
、
ハ
リ
バ
ッ
ト
（
レ
イ
ン
ハ
ル
ド
テ
ィ
ウ
ス
・
ヒ
ポ
グ
ロ
ソ
イ
デ
ス
、
ヒ
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ポ
グ
ロ
ス
ス
・
ヒ
ポ
グ
ロ
ス
ス
及
び
ヒ
ポ
グ
ロ
ス
ス
・
ス
テ
ノ
レ
ピ
ス
）
並
び
に
テ
ィ
ラ
ピ
ア
（
オ
レ
オ
ク

ロ
ミ
ス
属
の
も
の
）
へ
の
適
用
上
、
こ
れ
ら
の
産
品
が
稚
魚
又
は
幼
生
の
段
階
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。

シ
ュ
リ
ン
プ
及
び
プ
ロ
ー
ン
（
リ
ト
ペ
ナ
エ
ウ
ス
・
バ
ナ
メ
イ
）
に
つ
い
て
は
、
非
原
産
材
料
で
あ
る

(a)
稚
魚
又
は
幼
生
の
個
体
の
体
長
が
、
輸
入
の
時
点
に
お
い
て
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
ず
、
か

つ
、
当
該
稚
魚
又
は
幼
生
が
締
約
国
に
お
い
て
少
な
く
と
も
二
箇
月
間
成
育
さ
れ
る
こ
と
。

フ
ラ
ウ
ン
ダ
ー
（
パ
ラ
リ
ク
テ
ィ
ス
・
ア
ド
ス
ペ
ル
ス
ス
）
に
つ
い
て
は
、
非
原
産
材
料
で
あ
る
稚
魚

(b)
又
は
幼
生
の
個
体
の
体
長
及
び
重
量
が
、
輸
入
の
時
点
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
及
び
十

五
グ
ラ
ム
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
稚
魚
又
は
幼
生
が
締
約
国
に
お
い
て
少
な
く
と
も
四
箇
月
間
成
育
さ

れ
る
こ
と
。

ハ
リ
バ
ッ
ト
（
レ
イ
ン
ハ
ル
ド
テ
ィ
ウ
ス
・
ヒ
ポ
グ
ロ
ソ
イ
デ
ス
、
ヒ
ポ
グ
ロ
ス
ス
・
ヒ
ポ
グ
ロ
ス
ス

(c)
及
び
ヒ
ポ
グ
ロ
ス
ス
・
ス
テ
ノ
レ
ピ
ス
）
に
つ
い
て
は
、
非
原
産
材
料
で
あ
る
稚
魚
又
は
幼
生
の
個
体
の

体
長
及
び
重
量
が
、
輸
入
の
時
点
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
及
び
二
十
グ
ラ
ム
を
超
え
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ず
、
か
つ
、
当
該
稚
魚
又
は
幼
生
が
締
約
国
に
お
い
て
少
な
く
と
も
四
箇
月
間
成
育
さ
れ
る
こ
と
。

テ
ィ
ラ
ピ
ア
（
オ
レ
オ
ク
ロ
ミ
ス
属
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
非
原
産
材
料
で
あ
る
稚
魚
又
は
幼
生
の

(d)
個
体
の
重
量
が
、
輸
入
の
時
点
に
お
い
て
五
グ
ラ
ム
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
稚
魚
又
は
幼
生
が
締
約
国

に
お
い
て
少
な
く
と
も
四
箇
月
間
成
育
さ
れ
る
こ
と
。

〇
三
・
〇
一－

〇
三
・
〇
七

第
〇
三
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
三
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
四
類

酪
農
品
、
鳥
卵
、
天
然
蜂
蜜
及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
食
用
の
動
物
性
生
産
品

〇
四
・
〇
一－

〇
四
・
一
〇

第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
五
類

動
物
性
生
産
品
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
五
・
〇
一－

〇
五
・
一
一

第
〇
五
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
二
部

植
物
性
生
産
品
（
第
六
類
か
ら
第
一
四
類
ま
で
）
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注
釈

締
約
国
に
お
い
て
栽
培
さ
れ
る
農
産
品
及
び
園
芸
産
品
は
、
種
、
り
ん
茎
、
根
茎
、
挿
穂
、
接
ぎ
穂
そ
の
他

の
輸
入
さ
れ
た
植
物
の
部
分
か
ら
栽
培
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

第
六
類

生
き
て
い
る
樹
木
そ
の
他
の
植
物
及
び
り
ん
茎
、
根
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
切
花
及
び
装
飾
用
の

葉

〇
六
・
〇
一－

〇
六
・
〇
四

第
〇
六
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
六
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
七
類

食
用
の
野
菜
、
根
及
び
塊
茎

〇
七
・
〇
一－

〇
七
・
一
四

第
〇
七
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
七
・
一
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
八
類

食
用
の
果
実
及
び
ナ
ッ
ト
、
か
ん
き
つ
類
の
果
皮
並
び
に
メ
ロ
ン
の
皮

〇
八
・
〇
一－

〇
八
・
一
四

第
〇
八
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
八
・
一
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
九
類

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
、
マ
テ
及
び
香
辛
料
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〇
九
〇
一
・
一
一－

〇
九
〇
四
・
一
二

第
〇
九
〇
一
・
一
一
号
か
ら
第
〇
九
〇
四
・
一
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

〇
九
〇
四
・
二
〇

第
〇
九
〇
四
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
〇
七
〇
九
・
六
〇
号
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

〇
九
〇
五
・
〇
〇－

〇
九
一
〇
・
三
〇

第
〇
九
〇
五
・
〇
〇
号
か
ら
第
〇
九
一
〇
・
三
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

〇
九
一
〇
・
九
一

第
〇
九
一
〇
・
九
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
〇
九
〇
四
・
二
〇
号
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

〇
九
一
〇
・
九
九

第
〇
九
一
〇
・
九
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
〇
類

穀
物

一
〇
・
〇
一－

一
〇
・
〇
八

第
一
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
一
〇
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
一
類

穀
粉
、
加
工
穀
物
、
麦
芽
、
で
ん
粉
、
イ
ヌ
リ
ン
及
び
小
麦
グ
ル
テ
ン

一
一
・
〇
一

第
一
一
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
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く
。
）

一
一
〇
二
・
一
〇

第
一
一
〇
二
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
一
〇
二
・
二
〇

第
一
一
〇
二
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
二
・
九
〇－
一
一
〇
三
・
一
一

第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
又
は
第
一
一
〇
三
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
一
〇
三
・
一
三

第
一
一
〇
三
・
一
三
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
三
・
一
九－

一
一
〇
三
・
二
〇

第
一
一
〇
三
・
一
九
号
又
は
第
一
一
〇
三
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
一
〇
四
・
一
二

第
一
一
〇
四
・
一
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
一
〇
四
・
一
九

第
一
一
〇
四
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
四
・
二
二

第
一
一
〇
四
・
二
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
一
〇
四
・
二
三

第
一
一
〇
四
・
二
三
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
四
・
二
九

第
一
一
〇
四
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
一
〇
四
・
三
〇

第
一
一
〇
四
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
・
〇
五

第
一
一
・
〇
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

一
一
〇
六
・
一
〇

第
一
一
〇
六
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
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一
一
〇
六
・
二
〇

第
一
一
〇
六
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
〇
七
・
一
四
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
六
・
三
〇

第
一
一
〇
六
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

一
一
〇
七
・
一
〇－
一
一
〇
八
・
一
一

第
一
一
〇
七
・
一
〇
号
か
ら
第
一
一
〇
八
・
一
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

一
一
〇
八
・
一
二

第
一
一
〇
八
・
一
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
一
三－

一
一
〇
八
・
二
〇

第
一
一
〇
八
・
一
三
号
か
ら
第
一
一
〇
八
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
・
〇
九

第
一
一
・
〇
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
二
類

採
油
用
の
種
及
び
果
実
、
各
種
の
種
及
び
果
実
、
工
業
用
又
は
医
薬
用
の
植
物
並
び
に
わ
ら
及
び
飼
料
用
植
物

一
二
・
〇
一－

一
二
・
一
四

第
一
二
・
〇
一
項
か
ら
第
一
二
・
一
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
三
類

ラ
ッ
ク
並
び
に
ガ
ム
、
樹
脂
そ
の
他
の
植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス
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一
三
・
〇
一－

一
三
・
〇
二

第
一
三
・
〇
一
項
又
は
第
一
三
・
〇
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
四
類

植
物
性
の
組
物
材
料
及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
植
物
性
生
産
品

一
四
・
〇
一－

一
四
・
〇
四

第
一
四
・
〇
一
項
又
は
第
一
四
・
〇
四
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
三
部

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及
び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食
用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物
性
の
ろ
う
（
第
一
五

類
）

第
一
五
類

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及
び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食
用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物
性
の
ろ
う

一
五
・
〇
一－

一
五
・
〇
八

第
一
五
・
〇
一
項
か
ら
第
一
五
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
五
・
〇
九－

一
五
・
一
〇

第
一
五
・
〇
九
項
又
は
第
一
五
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
類
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
・
一
一

第
一
五
・
一
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

一
五
一
二
・
一
一－

一
五
一
三
・
一
一

第
一
五
一
二
・
一
一
号
か
ら
第
一
五
一
三
・
一
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
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一
五
一
三
・
一
九

第
一
五
一
三
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
五
一
三
・
二
一－

一
五
一
六
・
一
〇

第
一
五
一
三
・
二
一
号
か
ら
第
一
五
一
六
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

一
五
一
六
・
二
〇

第
一
五
一
六
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
五
・
一
七－

一
五
・
一
八

第
一
五
・
一
七
項
又
は
第
一
五
・
一
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
五
・
二
〇

第
一
五
・
二
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
五
・
二
一－

一
五
・
二
二

第
一
五
・
二
一
項
又
は
第
一
五
・
二
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
四
部

調
製
食
料
品
、
飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
食
酢
、
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品
（
第
一
六
類
か
ら
第
二
四
類
ま

で
）

第
一
六
類

肉
、
魚
又
は
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
若
し
く
は
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
の
調
製
品

せ
い

一
六
・
〇
一－

一
六
・
〇
三

第
一
六
・
〇
一
項
か
ら
第
一
六
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

一
類
又
は
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
四
・
一
一－

一
六
〇
四
・
一
四

第
一
六
〇
四
・
一
一
号
か
ら
第
一
六
〇
四
・
一
四
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
四
・
一
五－

一
六
〇
四
・
二
〇

第
一
六
〇
四
・
一
五
号
か
ら
第
一
六
〇
四
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
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一
六
〇
四
・
三
〇

第
一
六
〇
四
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

一
六
〇
五
・
一
〇－

一
六
〇
五
・
二
〇

第
一
六
〇
五
・
一
〇
号
又
は
第
一
六
〇
五
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
六
〇
五
・
三
〇

第
一
六
〇
五
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

一
六
〇
五
・
四
〇

第
一
六
〇
五
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
六
〇
五
・
九
〇

第
一
六
〇
五
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

第
一
七
類

糖
類
及
び
砂
糖
菓
子

一
七
・
〇
一

第
一
七
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

一
七
〇
二
・
一
一－

一
七
〇
二
・
一
九

第
一
七
〇
二
・
一
一
号
又
は
第
一
七
〇
二
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
〇

四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
〇
二
・
二
〇－

一
七
〇
二
・
九
〇

第
一
七
〇
二
・
二
〇
号
か
ら
第
一
七
〇
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

一
七
・
〇
三

第
一
七
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
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一
七
〇
四
・
一
〇

第
一
七
〇
四
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
七
〇
四
・
九
〇

第
一
七
〇
四
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
八
類

コ
コ
ア
及
び
そ
の
調
製
品

一
八
・
〇
一－

一
八
・
〇
五

第
一
八
・
〇
一
項
か
ら
第
一
八
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
八
〇
六
・
一
〇

第
一
八
〇
六
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
八
〇
六
・
二
〇－

一
八
〇
六
・
九
〇

第
一
八
〇
六
・
二
〇
号
か
ら
第
一
八
〇
六
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

第
一
九
類

穀
物
、
穀
粉
、
で
ん
粉
又
は
ミ
ル
ク
の
調
製
品
及
び
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品

一
九
〇
一
・
一
〇－

一
九
〇
一
・
二
〇

第
一
九
〇
一
・
一
〇
号
又
は
第
一
九
〇
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
九
〇
一
・
九
〇

第
一
九
〇
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
一
九
〇
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

一
九
・
〇
二

第
一
九
・
〇
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
九
・
〇
三

第
一
九
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
一
九
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

一
九
〇
四
・
一
〇－

一
九
〇
五
・
三
一

第
一
九
〇
四
・
一
〇
号
か
ら
第
一
九
〇
五
・
三
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

一
九
〇
五
・
三
二

第
一
九
〇
五
・
三
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
〇
類
又
は
第
一
一
類
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
九
〇
五
・
四
〇

第
一
九
〇
五
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

一
九
〇
五
・
九
〇

第
一
九
〇
五
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
一
九
〇
五
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
二
〇
類

野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植
物
の
部
分
の
調
製
品

二
〇
〇
一
・
一
〇

第
二
〇
〇
一
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

二
〇
〇
一
・
九
〇

第
二
〇
〇
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
・
〇
二－

二
〇
・
〇
五

第
二
〇
・
〇
二
項
か
ら
第
二
〇
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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二
〇
〇
六
・
〇
〇－

二
〇
〇
七
・
一
〇

第
二
〇
〇
六
・
〇
〇
号
又
は
第
二
〇
〇
七
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八

類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
七
・
九
一－

二
〇
〇
七
・
九
九

第
二
〇
〇
七
・
九
一
号
又
は
第
二
〇
〇
七
・
九
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七

類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
一
一

第
二
〇
〇
八
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
〇
〇
八
・
一
九－

二
〇
〇
八
・
六
〇

第
二
〇
〇
八
・
一
九
号
か
ら
第
二
〇
〇
八
・
六
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
七
〇

第
二
〇
〇
八
・
七
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
〇
〇
八
・
八
〇

第
二
〇
〇
八
・
八
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

二
〇
〇
八
・
九
一

第
二
〇
〇
八
・
九
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
九
二－

二
〇
〇
八
・
九
九

第
二
〇
〇
八
・
九
二
号
又
は
第
二
〇
〇
八
・
九
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七

類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
九
・
一
一－

二
〇
〇
九
・
四
九

第
二
〇
〇
九
・
一
一
号
か
ら
第
二
〇
〇
九
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
〇
〇
九
・
五
〇

第
二
〇
〇
九
・
五
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

二
〇
〇
九
・
六
一－

二
〇
〇
九
・
七
九

第
二
〇
〇
九
・
六
一
号
か
ら
第
二
〇
〇
九
・
七
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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二
〇
〇
九
・
八
〇－

二
〇
〇
九
・
九
〇

第
二
〇
〇
九
・
八
〇
号
又
は
第
二
〇
〇
九
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七

類
又
は
第
八
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
一
類

各
種
の
調
製
食
料
品

二
一
〇
一
・
一
一－

二
一
〇
一
・
一
二

第
二
一
〇
一
・
一
一
号
又
は
第
二
一
〇
一
・
一
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
九

類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
一
・
二
〇

第
二
一
〇
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
四
類
又
は
第
一
九
類
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
一
・
三
〇－

二
一
〇
三
・
一
〇

第
二
一
〇
一
・
三
〇
号
か
ら
第
二
一
〇
三
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

二
一
〇
三
・
二
〇

第
二
一
〇
三
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
三
・
三
〇

第
二
一
〇
三
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
一
〇
三
・
九
〇

第
二
一
〇
三
・
九
〇
号
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
カ
レ
ー
そ
の
他
の
カ
レ
ー
調
製
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら

の
変
更

第
二
一
〇
三
・
九
〇
号
の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
又
は
フ
レ
ン
チ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
及
び
サ
ラ
ダ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
の

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
一
〇
三
・
九
〇
号
の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
又
は
フ

レ
ン
チ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
及
び
サ
ラ
ダ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
二
一
〇
三
・
九
〇
号
の
そ
の
他
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

当
該
そ
の
他
の
産
品
の
原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
一
〇
三
・
九
〇

号
の
そ
の
他
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
一
〇
四
・
一
〇－

二
一
〇
六
・
一
〇

第
二
一
〇
四
・
一
〇
号
か
ら
第
二
一
〇
六
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

二
一
〇
六
・
九
〇

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
二
二
類

飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
食
酢

二
二
〇
一
・
一
〇－

二
二
〇
二
・
一
〇

第
二
二
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
二
〇
二
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

二
二
〇
二
・
九
〇

第
二
二
〇
二
・
九
〇
号
の
炭
酸
飲
料
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
二
二
〇
二
・
九
〇
号
の
そ
の
他
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
及
び
当
該
そ
の
他
の
産
品

の
原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
二
・
〇
三

第
二
二
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
二
・
〇
四－

二
二
・
〇
六

第
二
二
・
〇
四
項
か
ら
第
二
二
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

八
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
・
〇
七

第
二
二
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
二
〇
八
・
二
〇－

二
二
〇
八
・
三
〇

第
二
二
〇
八
・
二
〇
号
若
し
く
は
第
二
二
〇
八
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
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（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
二
〇
八
・
二
〇
号
又
は
第
二
二
〇
八
・

三
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
二
〇
八
・
四
〇－

二
二
〇
八
・
六
〇

第
二
二
〇
八
・
四
〇
号
か
ら
第
二
二
〇
八
・
六
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
〇
八
・
七
〇

第
二
二
〇
八
・
七
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
二
〇
八
・
七
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
二
〇
八
・
九
〇

第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
合
成
清
酒
又
は
白
酒
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
及
び
当
該
合
成
清
酒

又
は
白
酒
の
原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
飲
料
（
果
汁
を
も
と
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
パ
ー
セ

ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八
類
又
は
第
二
〇
類
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
そ
の
他
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
二
二
・
〇
七
項
の
材

料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
・
〇
九

第
二
二
・
〇
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
二
三
類

食
品
工
業
に
お
い
て
生
ず
る
残
留
物
及
び
く
ず
並
び
に
調
製
飼
料
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二
三
・
〇
一－

二
三
・
〇
八

第
二
三
・
〇
一
項
か
ら
第
二
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
三
・
〇
九

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
二
四
類

た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品

二
四
〇
一
・
一
〇－

二
四
〇
一
・
二
〇

第
二
四
〇
一
・
一
〇
号
又
は
第
二
四
〇
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
四
〇
一
・
三
〇

第
二
四
〇
一
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
四
・
〇
二－

二
四
・
〇
三

第
二
四
・
〇
二
項
又
は
第
二
四
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
五
部

鉱
物
性
生
産
品
（
第
二
五
類
か
ら
第
二
七
類
ま
で
）

第
二
五
類

塩
、
硫
黄
、
土
石
類
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
石
灰
及
び
セ
メ
ン
ト

二
五
・
〇
一

第
二
五
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
五
〇
二
・
〇
〇－

二
五
二
五
・
二
〇

第
二
五
〇
二
・
〇
〇
号
か
ら
第
二
五
二
五
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
五
〇
二
・
〇
〇
号
か
ら
第
二
五
二
五
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。



456

二
五
二
五
・
三
〇

第
二
五
二
五
・
三
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

二
五
・
二
六－

二
五
・
三
〇

第
二
五
・
二
六
項
か
ら
第
二
五
・
三
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
五
・
二
六
項
か
ら
第
二
五
・
三
〇
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
二
六
類

鉱
石
、
ス
ラ
グ
及
び
灰

二
六
・
〇
一－

二
六
・
一
七

第
二
六
・
〇
一
項
か
ら
第
二
六
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
六
・
〇
一
項
か
ら
第
二
六
・
一
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
六
・
一
八－

二
六
・
二
一

第
二
六
・
一
八
項
か
ら
第
二
六
・
二
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い

て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

第
二
七
類

鉱
物
性
燃
料
及
び
鉱
物
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
蒸
留
物
、
歴
青
物
質
並
び
に
鉱
物
性
ろ
う

注
釈

第
二
七
・
一
〇
項
の
適
用
上
、
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「
常
圧
蒸
留
工
程
」
と
は
、
蒸
留
塔
に
お
い
て
原
油
を
石
油
留
分
に
分
離
す
る
工
程
で
あ
っ
て
、
沸

(a)
点
に
応
じ
て
異
な
る
石
油
留
分
に
分
離
液
化
す
る
も
の
を
い
う
。

「
減
圧
蒸
留
工
程
」
と
は
、
常
圧
よ
り
低
い
気
圧
で
行
わ
れ
る
蒸
留
工
程
（
分
子
蒸
留
に
分
類
さ
れ

(b)
る
低
圧
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二
七
〇
一
・
一
一－

二
七
〇
一
・
一
九

第
二
七
〇
一
・
一
一
号
か
ら
第
二
七
〇
一
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
七
〇
一
・
一
一
号
か
ら
第
二
七
〇
一
・

一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
七
〇
一
・
二
〇

第
二
七
〇
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
七
〇
二
・
一
〇－

二
七
〇
二
・
二
〇

第
二
七
〇
二
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
二
七
〇
二
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
七
〇
二
・
一
〇
号
又
は
第
二
七
〇
二
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
七
・
〇
三－

二
七
・
〇
六

第
二
七
・
〇
三
項
か
ら
第
二
七
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
七
・
〇
三
項
か
ら
第
二
七
・
〇
六
項
ま
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で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
七
〇
七
・
一
〇－

二
七
〇
九
・
〇
〇

第
二
七
〇
七
・
一
〇
号
か
ら
第
二
七
〇
九
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
七
〇
七
・
一
〇
号
か
ら
第
二
七
〇
九
・

〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
七
一
〇
・
一
一－

二
七
一
〇
・
一
九

第
二
七
一
〇
・
一
一
号
若
し
く
は
第
二
七
一
〇
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
、

締
約
国
に
お
い
て
常
圧
蒸
留
工
程
若
し
く
は
減
圧
蒸
留
工
程
を
経
る
こ
と
。

二
七
一
〇
・
九
一－

二
七
一
〇
・
九
九

第
二
七
一
〇
・
九
一
号
又
は
第
二
七
一
〇
・
九
九
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て

完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

二
七
一
一
・
一
一－

二
七
一
二
・
九
〇

第
二
七
一
一
・
一
一
号
か
ら
第
二
七
一
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
七
一
一
・
一
一
号
か
ら
第
二
七
一
二
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
七
・
一
三－

二
七
・
一
五

第
二
七
・
一
三
項
か
ら
第
二
七
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
六
部

化
学
工
業
（
類
似
の
工
業
を
含
む
。
）
の
生
産
品
（
第
二
八
類
か
ら
第
三
八
類
ま
で
）
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第
二
八
類

無
機
化
学
品
及
び
貴
金
属
、
希
土
類
金
属
、
放
射
性
元
素
又
は
同
位
元
素
の
無
機
又
は
有
機
の
化
合
物

二
八
〇
一
・
一
〇－

二
八
〇
一
・
三
〇

第
二
八
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
〇
一
・
三
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
〇
一
・

三
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
〇
二－

二
八
・
〇
三

第
二
八
・
〇
二
項
若
し
く
は
第
二
八
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
・
〇
二
項
又
は
第
二
八
・
〇
三
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
〇
四
・
一
〇－

二
八
〇
五
・
四
〇

第
二
八
〇
四
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
〇
五
・
四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
〇
四
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
〇
五
・

四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
〇
六
・
一
〇－

二
八
〇
六
・
二
〇

第
二
八
〇
六
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
二
八
〇
六
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
〇
六
・
一
〇
号
又
は
第
二
八
〇
六
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
〇
七

第
二
八
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
八
・
〇
八

第
二
八
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
〇
九
・
一
〇－

二
八
〇
九
・
二
〇

第
二
八
〇
九
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
二
八
〇
九
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
〇
九
・
一
〇
号
又
は
第
二
八
〇
九
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
一
〇

第
二
八
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
八
一
一
・
一
一－

二
八
一
四
・
二
〇

第
二
八
一
一
・
一
一
号
か
ら
第
二
八
一
四
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
一
一
・
一
一
号
か
ら
第
二
八
一
四
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
一
五
・
一
一

第
二
八
一
五
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
一
五
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
一
五
・
一
二

第
二
八
一
五
・
一
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
八
一
五
・
二
〇－

二
八
一
五
・
三
〇

第
二
八
一
五
・
二
〇
号
若
し
く
は
第
二
八
一
五
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
一
五
・
二
〇
号
又
は
第
二
八
一
五
・

三
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
一
六
・
一
〇－

二
八
一
六
・
四
〇

第
二
八
一
六
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
二
八
一
六
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
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は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
一
六
・
一
〇
号
又
は
第
二
八
一
六
・

四
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
一
七

第
二
八
・
一
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
・
一
七
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
一
八
・
一
〇－

二
八
二
一
・
二
〇

第
二
八
一
八
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
二
一
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
一
八
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
二
一
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
二
二－

二
八
・
二
三

第
二
八
・
二
二
項
若
し
く
は
第
二
八
・
二
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
・
二
二
項
又
は
第
二
八
・
二
三
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
二
四
・
一
〇

第
二
八
二
四
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
八
二
四
・
九
〇－

二
八
二
五
・
四
〇

第
二
八
二
四
・
九
〇
号
か
ら
第
二
八
二
五
・
四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
二
四
・
九
〇
号
か
ら
第
二
八
二
五
・

四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
二
五
・
五
〇

第
二
八
二
五
・
五
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
八
二
五
・
六
〇－

二
八
二
五
・
九
〇

第
二
八
二
五
・
六
〇
号
か
ら
第
二
八
二
五
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
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変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
二
五
・
六
〇
号
か
ら
第
二
八
二
五
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
二
六
・
一
二－

二
八
三
七
・
二
〇

第
二
八
二
六
・
一
二
号
か
ら
第
二
八
三
七
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
二
六
・
一
二
号
か
ら
第
二
八
三
七
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
三
九

第
二
八
・
三
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
八
四
〇
・
一
一－

二
八
四
六
・
九
〇

第
二
八
四
〇
・
一
一
号
か
ら
第
二
八
四
六
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
四
〇
・
一
一
号
か
ら
第
二
八
四
六
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
四
七－

二
八
・
四
八

第
二
八
・
四
七
項
若
し
く
は
第
二
八
・
四
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
・
四
七
項
又
は
第
二
八
・
四
八
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
四
九
・
一
〇－

二
八
四
九
・
九
〇

第
二
八
四
九
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
四
九
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
四
九
・
一
〇
号
か
ら
第
二
八
四
九
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
八
・
五
〇－

二
八
・
五
三

第
二
八
・
五
〇
項
か
ら
第
二
八
・
五
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
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は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
八
・
五
〇
項
か
ら
第
二
八
・
五
三
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
二
九
類

有
機
化
学
品

二
九
〇
一
・
一
〇－

二
九
〇
三
・
六
九

第
二
九
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
九
〇
三
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
九
〇
三
・

六
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
・
〇
四

第
二
九
・
〇
四
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
〇
五
・
一
一－

二
九
〇
五
・
四
二

第
二
九
〇
五
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
〇
五
・
四
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
〇
五
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
〇
五
・

四
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
〇
五
・
四
三－

二
九
〇
五
・
四
四

第
二
九
〇
五
・
四
三
号
又
は
第
二
九
〇
五
・
四
四
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七

類
、
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
五
・
四
五－

二
九
〇
五
・
五
九

第
二
九
〇
五
・
四
五
号
か
ら
第
二
九
〇
五
・
五
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
〇
五
・
四
五
号
か
ら
第
二
九
〇
五
・

五
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
〇
六
・
一
一

第
二
九
〇
六
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
三
三
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

二
九
〇
六
・
一
二－
二
九
一
二
・
六
〇

第
二
九
〇
六
・
一
二
号
か
ら
第
二
九
一
二
・
六
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
〇
六
・
一
二
号
か
ら
第
二
九
一
二
・

六
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
・
一
三

第
二
九
・
一
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
・
一
三
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
一
四
・
一
一－

二
九
一
四
・
一
九

第
二
九
一
四
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
一
四
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
一
四
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
一
四
・

一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
一
四
・
二
一

第
二
九
一
四
・
二
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
一
四
・
二
二－

二
九
一
八
・
一
三

第
二
九
一
四
・
二
二
号
か
ら
第
二
九
一
八
・
一
三
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
一
四
・
二
二
号
か
ら
第
二
九
一
八
・

一
三
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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二
九
一
八
・
一
四－

二
九
一
八
・
一
五

第
二
九
一
八
・
一
四
号
又
は
第
二
九
一
八
・
一
五
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
一
八
・
一
六－

二
九
二
二
・
四
一

第
二
九
一
八
・
一
六
号
か
ら
第
二
九
二
二
・
四
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
一
八
・
一
六
号
か
ら
第
二
九
二
二
・

四
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
二
二
・
四
二

第
二
九
二
二
・
四
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
二
二
・
四
三－

二
九
二
三
・
一
〇

第
二
九
二
二
・
四
三
号
か
ら
第
二
九
二
三
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
二
二
・
四
三
号
か
ら
第
二
九
二
三
・

一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
二
三
・
二
〇

第
二
九
二
三
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
二
三
・
九
〇－

二
九
二
四
・
二
四

第
二
九
二
三
・
九
〇
号
か
ら
第
二
九
二
四
・
二
四
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
二
三
・
九
〇
号
か
ら
第
二
九
二
四
・

二
四
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
二
四
・
二
九

第
二
九
二
四
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
二
五
・
一
一－

二
九
二
六
・
九
〇

第
二
九
二
五
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
二
六
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
二
五
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
二
六
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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二
九
・
二
七－

二
九
・
二
八

第
二
九
・
二
七
項
若
し
く
は
第
二
九
・
二
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
・
二
七
項
又
は
第
二
九
・
二
八
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
二
九
・
一
〇－

二
九
二
九
・
九
〇

第
二
九
二
九
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
二
九
二
九
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
二
九
・
一
〇
号
又
は
第
二
九
二
九
・

九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
三
〇
・
二
〇－

二
九
三
〇
・
五
〇

第
二
九
三
〇
・
二
〇
号
か
ら
第
二
九
三
〇
・
五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
三
〇
・
二
〇
号
か
ら
第
二
九
三
〇
・

五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
三
〇
・
九
〇

第
二
九
三
〇
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
二
八
類
又
は
第
三
八
類
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
・
三
一

第
二
九
・
三
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
・
三
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
三
二
・
一
一－

二
九
三
四
・
九
九

第
二
九
三
二
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
三
四
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
三
二
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
三
四
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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二
九
・
三
五

第
二
九
・
三
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
・
三
五
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
三
六
・
二
一－

二
九
三
八
・
一
〇

第
二
九
三
六
・
二
一
号
か
ら
第
二
九
三
八
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
三
六
・
二
一
号
か
ら
第
二
九
三
八
・

一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
三
八
・
九
〇

第
二
九
三
八
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

二
九
三
九
・
一
一－

二
九
三
九
・
九
九

第
二
九
三
九
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
三
九
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
三
九
・
一
一
号
か
ら
第
二
九
三
九
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
・
四
〇

第
二
九
・
四
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
七
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

二
九
四
一
・
一
〇－

二
九
四
一
・
九
〇

第
二
九
四
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
九
四
一
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
四
一
・
一
〇
号
か
ら
第
二
九
四
一
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

二
九
・
四
二

第
二
九
・
四
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
二
九
・
四
二
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
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変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
三
〇
類

医
療
用
品

三
〇
・
〇
一－

三
〇
・
〇
三

第
三
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
三
〇
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
三
〇
・
〇
三
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
〇
・
〇
四

第
三
〇
・
〇
四
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
三
〇
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
〇
・
〇
四
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
〇
〇
五
・
一
〇－

三
〇
〇
六
・
九
一

第
三
〇
〇
五
・
一
〇
号
か
ら
第
三
〇
〇
六
・
九
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
〇
〇
五
・
一
〇
号
か
ら
第
三
〇
〇
六
・

九
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
〇
〇
六
・
九
二

第
三
〇
〇
六
・
九
二
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。
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第
三
一
類

肥
料

三
一
・
〇
一

第
三
一
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
一
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
一
〇
二
・
一
〇－

三
一
〇
五
・
九
〇

第
三
一
〇
二
・
一
〇
号
か
ら
第
三
一
〇
五
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
一
〇
二
・
一
〇
号
か
ら
第
三
一
〇
五
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
三
二
類

な
め
し
エ
キ
ス
、
染
色
エ
キ
ス
、
タ
ン
ニ
ン
及
び
そ
の
誘
導
体
、
染
料
、
顔
料
そ
の
他
の
着
色
料
、
ペ
イ
ン

ト
、
ワ
ニ
ス
、
パ
テ
そ
の
他
の
マ
ス
チ
ッ
ク
並
び
に
イ
ン
キ

三
二
〇
一
・
一
〇－

三
二
〇
一
・
二
〇

第
三
二
〇
一
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
三
二
〇
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
二
〇
一
・
一
〇
号
又
は
第
三
二
〇
一
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
二
〇
一
・
九
〇

第
三
二
〇
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
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三
二
・
〇
二－

三
二
・
〇
七

第
三
二
・
〇
二
項
か
ら
第
三
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
二
・
〇
二
項
か
ら
第
三
二
・
〇
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
二
・
〇
八－

三
二
・
一
〇

第
三
二
・
〇
八
項
か
ら
第
三
二
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
二
・
一
一－

三
二
・
一
五

第
三
二
・
一
一
項
か
ら
第
三
二
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
二
・
一
一
項
か
ら
第
三
二
・
一
五
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
三
三
類

精
油
、
レ
ジ
ノ
イ
ド
、
調
製
香
料
及
び
化
粧
品
類

三
三
〇
一
・
一
二－

三
三
〇
一
・
一
九

第
三
三
〇
一
・
一
二
号
か
ら
第
三
三
〇
一
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
三
〇
一
・
一
二
号
か
ら
第
三
三
〇
一
・

一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
三
〇
一
・
二
四－

三
三
〇
一
・
二
五

第
三
三
〇
一
・
二
四
号
又
は
第
三
三
〇
一
・
二
五
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
三
〇
一
・
二
九－

三
三
〇
七
・
九
〇

第
三
三
〇
一
・
二
九
号
か
ら
第
三
三
〇
七
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
三
〇
一
・
二
九
号
か
ら
第
三
三
〇
七
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
三
四
類

せ
っ
け
ん
、
有
機
界
面
活
性
剤
、
洗
剤
、
調
製
潤
滑
剤
、
人
造
ろ
う
、
調
製
ろ
う
、
磨
き
剤
、
ろ
う
そ
く
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
、
モ
デ
リ
ン
グ
ペ
ー
ス
ト
、
歯
科
用
ワ
ッ
ク
ス
及
び
プ
ラ
ス
タ
ー
を
も
と
と
し
た
歯
科

用
の
調
製
品

三
四
・
〇
一

第
三
四
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
四
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
四
〇
二
・
一
一－

三
四
〇
二
・
九
〇

第
三
四
〇
二
・
一
一
号
か
ら
第
三
四
〇
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
四
〇
二
・
一
一
号
か
ら
第
三
四
〇
二
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
四
・
〇
三－

三
四
・
〇
七

第
三
四
・
〇
三
項
か
ら
第
三
四
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
四
・
〇
三
項
か
ら
第
三
四
・
〇
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
三
五
類

た
ん
ぱ
く
系
物
質
、
変
性
で
ん
粉
、
膠
着
剤
及
び
酵
素

こ
う

三
五
〇
一
・
一
〇－
三
五
〇
一
・
九
〇

第
三
五
〇
一
・
一
〇
号
又
は
第
三
五
〇
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
五
〇
二
・
一
一－
三
五
〇
二
・
一
九

第
三
五
〇
二
・
一
一
号
又
は
第
三
五
〇
二
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
四

類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
五
〇
二
・
二
〇－

三
五
〇
二
・
九
〇

第
三
五
〇
二
・
二
〇
号
又
は
第
三
五
〇
二
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
五
・
〇
三－

三
五
・
〇
五

第
三
五
・
〇
三
項
か
ら
第
三
五
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
五
・
〇
六－

三
五
・
〇
七

第
三
五
・
〇
六
項
若
し
く
は
第
三
五
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
五
・
〇
六
項
又
は
第
三
五
・
〇
七
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
三
六
類

火
薬
類
、
火
工
品
、
マ
ッ
チ
、
発
火
性
合
金
及
び
調
製
燃
料

三
六
・
〇
一－

三
六
・
〇
六

第
三
六
・
〇
一
項
か
ら
第
三
六
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
六
・
〇
一
項
か
ら
第
三
六
・
〇
六
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
三
七
類

写
真
用
又
は
映
画
用
の
材
料

三
七
・
〇
一－
三
七
・
〇
七

第
三
七
・
〇
一
項
か
ら
第
三
七
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
七
・
〇
一
項
か
ら
第
三
七
・
〇
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
三
八
類

各
種
の
化
学
工
業
生
産
品

三
八
〇
一
・
一
〇－

三
八
〇
五
・
一
〇

第
三
八
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
三
八
〇
五
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
三
八
〇
五
・

一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
〇
五
・
九
〇

第
三
八
〇
五
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
八
〇
六
・
一
〇－

三
八
〇
六
・
二
〇

第
三
八
〇
六
・
一
〇
号
若
し
く
は
第
三
八
〇
六
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
〇
六
・
一
〇
号
又
は
第
三
八
〇
六
・
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二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
〇
六
・
三
〇

第
三
八
〇
六
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
八
〇
六
・
九
〇－

三
八
〇
七
・
〇
〇

第
三
八
〇
六
・
九
〇
号
若
し
く
は
第
三
八
〇
七
・
〇
〇
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項
以
外
の

項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
〇
六
・
九
〇
号
又
は
第
三
八
〇
七
・

〇
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
〇
八
・
五
〇－

三
八
〇
八
・
九
九

第
三
八
〇
八
・
五
〇
号
か
ら
第
三
八
〇
八
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
〇
八
・
五
〇
号
か
ら
第
三
八
〇
八
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
〇
九
・
一
〇

第
三
八
〇
九
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
一
類
又
は
第
三
五
類
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
八
〇
九
・
九
一－

三
八
一
八
・
〇
〇

第
三
八
〇
九
・
九
一
号
か
ら
第
三
八
一
八
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
〇
九
・
九
一
号
か
ら
第
三
八
一
八
・

〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
・
一
九

第
三
八
・
一
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

三
八
二
〇
・
〇
〇－

三
八
二
四
・
五
〇

第
三
八
二
〇
・
〇
〇
号
か
ら
第
三
八
二
四
・
五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
二
〇
・
〇
〇
号
か
ら
第
三
八
二
四
・
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五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
二
四
・
六
〇

第
三
八
二
四
・
六
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
七
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
七
一－

三
八
二
四
・
九
〇

第
三
八
二
四
・
七
一
号
か
ら
第
三
八
二
四
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
八
二
四
・
七
一
号
か
ら
第
三
八
二
四
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
八
・
二
五

第
三
八
・
二
五
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

第
七
部

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
ゴ
ム
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
（
第
三
九
類
及
び
第
四
〇
類
）

第
三
九
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
そ
の
製
品

三
九
〇
一
・
一
〇－

三
九
〇
九
・
五
〇

第
三
九
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
三
九
〇
九
・
五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
九
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
三
九
〇
九
・

五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
九
・
一
〇

第
三
九
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
九
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
九
一
一
・
一
〇－

三
九
一
三
・
九
〇

第
三
九
一
一
・
一
〇
号
か
ら
第
三
九
一
三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
九
一
一
・
一
〇
号
か
ら
第
三
九
一
三
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

三
九
・
一
四－

三
九
・
二
六

第
三
九
・
一
四
項
か
ら
第
三
九
・
二
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
三
九
・
一
四
項
か
ら
第
三
九
・
二
六
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
四
〇
類

ゴ
ム
及
び
そ
の
製
品

四
〇
・
〇
一－

四
〇
・
〇
三

第
四
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
四
〇
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
四
〇
・
〇
三
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

四
〇
・
〇
四

第
四
〇
・
〇
四
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。
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四
〇
・
〇
五－

四
〇
・
一
七

第
四
〇
・
〇
五
項
か
ら
第
四
〇
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
〇
・
〇
五
項
か
ら
第
四
〇
・
一
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
八
部

皮
革
及
び
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
容
器
並
び
に
腸
の
製
品
（
第
四
一
類
か
ら
第
四
三
類
ま
で
）

第
四
一
類

原
皮
（
毛
皮
を
除
く
。
）
及
び
革

四
一
・
〇
一－

四
一
・
一
五

第
四
一
・
〇
一
項
か
ら
第
四
一
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
四
二
類

革
製
品
及
び
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
並
び
に
腸
の

製
品

四
二
・
〇
一－

四
二
・
〇
六

第
四
二
・
〇
一
項
か
ら
第
四
二
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更



478

第
四
三
類

毛
皮
及
び
人
造
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

四
三
・
〇
一－
四
三
・
〇
四

第
四
三
・
〇
一
項
か
ら
第
四
三
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
九
部

木
材
及
び
そ
の
製
品
、
木
炭
、
コ
ル
ク
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の
組
物
材
料
の
製
品
並

び
に
籠
細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物
（
第
四
四
類
か
ら
第
四
六
類
ま
で
）

第
四
四
類

木
材
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
木
炭

四
四
・
〇
一－

四
四
・
一
三

第
四
四
・
〇
一
項
か
ら
第
四
四
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

四
四
・
一
四－

四
四
・
二
一

第
四
四
・
一
四
項
か
ら
第
四
四
・
二
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
四
五
類

コ
ル
ク
及
び
そ
の
製
品

四
五
・
〇
一－

四
五
・
〇
四

第
四
五
・
〇
一
項
か
ら
第
四
五
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
五
・
〇
一
項
か
ら
第
四
五
・
〇
四
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
四
六
類

わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の
組
物
材
料
の
製
品
並
び
に
籠
細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物

四
六
〇
一
・
二
一－
四
六
〇
一
・
二
二

第
四
六
〇
一
・
二
一
号
若
し
く
は
第
四
六
〇
一
・
二
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
六
〇
一
・
二
一
号
又
は
第
四
六
〇
一
・

二
二
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

四
六
〇
一
・
二
九

第
四
六
〇
一
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
四
〇
一
・
九
〇
号
の
い
ぐ
さ

（
ユ
ン
ク
ス
・
エ
フ
ス
ス
）
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
二－

四
六
〇
一
・
九
三

第
四
六
〇
一
・
九
二
号
若
し
く
は
第
四
六
〇
一
・
九
三
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
六
〇
一
・
九
二
号
又
は
第
四
六
〇
一
・

九
三
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

四
六
〇
一
・
九
四

第
四
六
〇
一
・
九
四
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
一
四
〇
一
・
九
〇
号
の
い
ぐ
さ

（
ユ
ン
ク
ス
・
エ
フ
ス
ス
）
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
九－

四
六
〇
二
・
九
〇

第
四
六
〇
一
・
九
九
号
か
ら
第
四
六
〇
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
六
〇
一
・
九
九
号
か
ら
第
四
六
〇
二
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
一
〇
部

木
材
パ
ル
プ
、
繊
維
素
繊
維
を
原
料
と
す
る
そ
の
他
の
パ
ル
プ
、
古
紙
並
び
に
紙
及
び
板
紙
並
び
に
こ
れ
ら
の
製

品
（
第
四
七
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
）

第
四
七
類

木
材
パ
ル
プ
、
繊
維
素
繊
維
を
原
料
と
す
る
そ
の
他
の
パ
ル
プ
及
び
古
紙

四
七
・
〇
一－

四
七
・
〇
六

第
四
七
・
〇
一
項
か
ら
第
四
七
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
七
・
〇
一
項
か
ら
第
四
七
・
〇
六
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

四
七
・
〇
七

第
四
七
・
〇
七
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

第
四
八
類

紙
及
び
板
紙
並
び
に
製
紙
用
パ
ル
プ
、
紙
又
は
板
紙
の
製
品

四
八
・
〇
一－

四
八
・
二
三

第
四
八
・
〇
一
項
か
ら
第
四
八
・
二
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
八
・
〇
一
項
か
ら
第
四
八
・
二
三
項
ま
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で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
四
九
類

印
刷
し
た
書
籍
、
新
聞
、
絵
画
そ
の
他
の
印
刷
物
並
び
に
手
書
き
文
書
、
タ
イ
プ
文
書
、
設
計
図
及
び
図
案

四
九
・
〇
一－

四
九
・
一
一

第
四
九
・
〇
一
項
か
ら
第
四
九
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
四
九
・
〇
一
項
か
ら
第
四
九
・
一
一
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
一
部

紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
製
品
（
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
）

第
五
〇
類

絹
及
び
絹
織
物

五
〇
・
〇
一

第
五
〇
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
〇
・
〇
二－

五
〇
・
〇
三

第
五
〇
・
〇
二
項
又
は
第
五
〇
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
〇
・
〇
四－

五
〇
・
〇
六

第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
〇
・
〇
七

第
五
〇
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
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第
五
一
類

羊
毛
、
繊
獣
毛
、
粗
獣
毛
及
び
馬
毛
の
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
織
物

五
一
・
〇
一－
五
一
・
〇
五

第
五
一
・
〇
一
項
か
ら
第
五
一
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
一
・
〇
六－
五
一
・
一
〇

第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四

七
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の

材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
一－

五
一
・
一
三

第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四

七
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か

ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
二
類

綿
及
び
綿
織
物
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五
二
・
〇
一－

五
二
・
〇
三

第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
二
・
〇
四－

五
二
・
〇
七

第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四

七
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の

材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
〇
八－

五
二
・
一
二

第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四

七
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か

ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
三
類

そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
織
物
並
び
に
紙
糸
及
び
そ
の
織
物

五
三
・
〇
一－

五
三
・
〇
五

第
五
三
・
〇
一
項
か
ら
第
五
三
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
三
・
〇
六－

五
三
・
〇
八

第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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五
三
・
〇
九－

五
三
・
一
一

第
五
三
・
〇
九
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
四
類

人
造
繊
維
の
長
繊
維
並
び
に
人
造
繊
維
の
織
物
及
び
ス
ト
リ
ッ
プ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
人
造
繊
維
製
品

五
四
・
〇
一－

五
四
・
〇
六

第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の

各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
四
〇
七
・
一
〇

第
五
四
〇
七
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
四
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

五
四
〇
七
・
二
〇－

五
四
〇
七
・
九
四

第
五
四
〇
七
・
二
〇
号
か
ら
第
五
四
〇
七
・
九
四
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項

か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
非
原
産
材

料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
及
び
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の

重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・

〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。
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五
四
〇
八
・
一
〇

第
五
四
〇
八
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
四
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

五
四
〇
八
・
二
一－

五
四
〇
八
・
三
四

第
五
四
〇
八
・
二
一
号
か
ら
第
五
四
〇
八
・
三
四
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
四
・
〇
七
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項

か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
非
原
産
材

料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
及
び
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の

重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・

〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

第
五
五
類

人
造
繊
維
の
短
繊
維
及
び
そ
の
織
物

五
五
・
〇
一－

五
五
・
〇
七

第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
五
・
〇
八－

五
五
・
一
一

第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四

七
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
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五
四
〇
四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
又
は
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の

材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
一
二－

五
五
・
一
六

第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号

の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
及
び
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非

原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま

た
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

第
五
六
類

ウ
ォ
ッ
デ
ィ
ン
グ
、
フ
ェ
ル
ト
、
不
織
布
及
び
特
殊
糸
並
び
に
ひ
も
、
綱
及
び
ケ
ー
ブ
ル
並
び
に
こ
れ
ら
の
製

品

五
六
・
〇
一－

五
六
・
〇
六

第
五
六
・
〇
一
項
か
ら
第
五
六
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
、
第
五
三
・
〇
八
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
、
第
五
三
・
一
一
項
、
第
五
四
・
〇
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二
項
、
第
五
四
・
〇
四
項
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九

項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
六
・
〇
七

第
五
六
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
、
第
五

三
・
〇
八
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
、
第
五
三
・
一
一
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三

号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
七
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一

号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五

四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）

五
六
〇
八
・
一
一

第
五
六
〇
八
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
六
〇
八
・
一
九－

五
六
〇
九
・
〇
〇

第
五
六
〇
八
・
一
九
号
か
ら
第
五
六
〇
九
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
、
第
五
三
・
〇
八
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
、
第
五
三
・
一
一
項
、
第

五
四
〇
二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
七
号
、
第

五
四
〇
二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇

四
・
九
〇
号
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五

五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
七
類

じ
ゅ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物
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五
七
・
〇
一－

五
七
・
〇
五

第
五
七
・
〇
一
項
か
ら
第
五
七
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
、
第
五
三
・
〇
八
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
、
第
五
三
・
一
一
項
、
第
五
四
〇

二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
四
号
か
ら
第
五
四

〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各

項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
八
類

特
殊
織
物
、
タ
フ
テ
ッ
ド
織
物
類
、
レ
ー
ス
、
つ
づ
れ
織
物
、
ト
リ
ミ
ン
グ
及
び
し
し
ゅ
う
布

五
八
・
〇
一－

五
八
・
一
一

第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
、
第
五
三
・
〇
八
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
、
第
五
三
・
一
一
項
、
第
五
四
〇

二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
七
号
、
第
五
四
〇

二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
四
・
九
〇

号
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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第
五
九
類

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
又
は
積
層
し
た
紡
織
用
繊
維
の
織
物
類
及
び
工
業
用
の
紡
織
用
繊
維
製
品

五
九
・
〇
一－
五
九
・
一
一

第
五
九
・
〇
一
項
か
ら
第
五
九
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
、
第
五
三
・
〇
八
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
、
第
五
三
・
一
一
項
、
第
五
四
〇

二
・
三
二
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
、
第
五
四
〇
二
・
三
九
号
、
第
五
四
〇
二
・
四
七
号
、
第
五
四
〇

二
・
四
八
号
、
第
五
四
〇
二
・
五
一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
四
・
九
〇

号
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
六
〇
類

メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編
物

六
〇
・
〇
一－

六
〇
・
〇
六

第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇

二
・
三
三
号
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
及
び
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
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る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に

限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総

重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

注
釈

こ
の
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該

構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
一
・
〇
一－

六
一
・
一
七

第
六
一
・
〇
一
項
か
ら
第
六
一
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八

項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
又

は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
四
〇
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二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料

を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和

が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

第
六
二
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
を
除
く
。
）

注
釈

こ
の
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該

構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
二
・
〇
一－

六
二
・
一
七

第
六
二
・
〇
一
項
か
ら
第
六
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
〇
・
〇
七
項
、
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五

二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七

項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項

か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
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い
て
、
裁
断
さ
れ
又
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の

各
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産

材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

第
六
三
類

紡
織
用
繊
維
の
そ
の
他
の
製
品
、
セ
ッ
ト
、
中
古
の
衣
類
、
紡
織
用
繊
維
の
中
古
の
物
品
及
び
ぼ
ろ

注
釈

こ
の
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該

構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
三
〇
一
・
一
〇－

六
三
〇
一
・
二
〇

第
六
三
〇
一
・
一
〇
号
又
は
第
六
三
〇
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五

一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
、

第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
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で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
又
は
特

定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。

六
三
〇
一
・
三
〇－

六
三
〇
三
・
一
九

第
六
三
〇
一
・
三
〇
号
か
ら
第
六
三
〇
三
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五

四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六

〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
い
て
、
裁

断
さ
れ
又
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非

原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重

量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

六
三
〇
三
・
九
一－

六
三
〇
五
・
一
〇

第
六
三
〇
三
・
九
一
号
か
ら
第
六
三
〇
五
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五

四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六

〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
い
て
、
裁

断
さ
れ
又
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。

六
三
〇
五
・
二
〇－

六
三
〇
五
・
九
〇

第
六
三
〇
五
・
二
〇
号
か
ら
第
六
三
〇
五
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
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変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五

四
・
〇
八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六

〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
い
て
、
裁

断
さ
れ
又
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

第
五
四
〇
二
・
三
二
号
又
は
第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重
量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
り
、
ま
た
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
非

原
産
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
重

量
の
総
和
が
当
該
産
品
の
総
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
と
き
に
限
る
。

六
三
・
〇
六－

六
三
・
一
〇

第
六
三
・
〇
六
項
か
ら
第
六
三
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇
八

項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び
当
該
産
品
が
、
締
約
国
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
又

は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。

第
一
二
部

履
物
、
帽
子
、
傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、
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造
花
並
び
に
人
髪
製
品
（
第
六
四
類
か
ら
第
六
七
類
ま
で
）

第
六
四
類

履
物
及
び
ゲ
ー
ト
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

六
四
・
〇
一－

六
四
・
〇
六

第
六
四
・
〇
一
項
か
ら
第
六
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
六
五
類

帽
子
及
び
そ
の
部
分
品

六
五
・
〇
一－

六
五
・
〇
二

第
六
五
・
〇
一
項
又
は
第
六
五
・
〇
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

六
五
・
〇
四－

六
五
・
〇
五

第
六
五
・
〇
四
項
又
は
第
六
五
・
〇
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

六
五
・
〇
六－

六
五
・
〇
七

第
六
五
・
〇
六
項
若
し
く
は
第
六
五
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
五
・
〇
六
項
又
は
第
六
五
・
〇
七
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
六
六
類

傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

六
六
・
〇
一－

六
六
・
〇
三

第
六
六
・
〇
一
項
か
ら
第
六
六
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
六
・
〇
一
項
か
ら
第
六
六
・
〇
三
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
六
七
類

調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、
造
花
及
び
人
髪
製
品

六
七
・
〇
一－

六
七
・
〇
四

第
六
七
・
〇
一
項
か
ら
第
六
七
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
七
・
〇
一
項
か
ら
第
六
七
・
〇
四
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
三
部

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品
、
陶
磁
製
品
並
び
に
ガ
ラ

ス
及
び
そ
の
製
品
（
第
六
八
類
か
ら
第
七
〇
類
ま
で
）

第
六
八
類

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品

六
八
・
〇
一－

六
八
・
一
一

第
六
八
・
〇
一
項
か
ら
第
六
八
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
八
・
〇
一
項
か
ら
第
六
八
・
一
一
項
ま
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で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

六
八
一
二
・
八
〇－

六
八
一
二
・
九
九

第
六
八
一
二
・
八
〇
号
か
ら
第
六
八
一
二
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
産
品
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
八
一
二
・
八
〇
号
か
ら
第
六
八
一
二
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

六
八
・
一
三－

六
八
・
一
五

第
六
八
・
一
三
項
か
ら
第
六
八
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
八
・
一
三
項
か
ら
第
六
八
・
一
五
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
六
九
類

陶
磁
製
品

六
九
・
〇
一－

六
九
・
一
四

第
六
九
・
〇
一
項
か
ら
第
六
九
・
一
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
六
九
・
〇
一
項
か
ら
第
六
九
・
一
四
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
〇
類

ガ
ラ
ス
及
び
そ
の
製
品
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七
〇
・
〇
一－

七
〇
・
〇
六

第
七
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
六
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
〇
・
〇
七

第
七
〇
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
七
〇
・
〇
三
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
〇
・
〇
八－

七
〇
・
一
七

第
七
〇
・
〇
八
項
か
ら
第
七
〇
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
〇
・
〇
八
項
か
ら
第
七
〇
・
一
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
〇
一
八
・
一
〇

第
七
〇
一
八
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

七
〇
一
八
・
二
〇

第
七
〇
一
八
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
〇
一
八
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
〇
一
八
・
九
〇

第
七
〇
一
八
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

七
〇
・
一
九－

七
〇
・
二
〇

第
七
〇
・
一
九
項
若
し
く
は
第
七
〇
・
二
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
〇
・
一
九
項
又
は
第
七
〇
・
二
〇
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
一
四
部

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身
辺

用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨
幣
（
第
七
一
類
）

第
七
一
類

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身

辺
用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨
幣

七
一
・
〇
一

第
七
一
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

七
一
・
〇
二－

七
一
・
一
一

第
七
一
・
〇
二
項
か
ら
第
七
一
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
一
・
〇
二
項
か
ら
第
七
一
・
一
一
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
一
・
一
二

第
七
一
・
一
二
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

七
一
・
一
三

第
七
一
・
一
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
一
・
一
三
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
一
一
四
・
一
一

第
七
一
一
四
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
一
一
四
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
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類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
一
一
四
・
一
九－

七
一
一
六
・
二
〇

第
七
一
一
四
・
一
九
号
か
ら
第
七
一
一
六
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
一
一
四
・
一
九
号
か
ら
第
七
一
一
六
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
一
・
一
七－

七
一
・
一
八

第
七
一
・
一
七
項
若
し
く
は
第
七
一
・
一
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
一
・
一
七
項
又
は
第
七
一
・
一
八
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
五
部

卑
金
属
及
び
そ
の
製
品
（
第
七
二
類
か
ら
第
八
三
類
ま
で
）

第
七
二
類

鉄
鋼

七
二
〇
一
・
一
〇－

七
二
〇
三
・
九
〇

第
七
二
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
七
二
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
二
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
七
二
〇
三
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
二
・
〇
四

第
七
二
・
〇
四
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。



501

七
二
〇
五
・
一
〇－

七
二
二
九
・
九
〇

第
七
二
〇
五
・
一
〇
号
か
ら
第
七
二
二
九
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
二
〇
五
・
一
〇
号
か
ら
第
七
二
二
九
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
三
類

鉄
鋼
製
品

七
三
〇
一
・
一
〇－

七
三
一
三
・
〇
〇

第
七
三
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
七
三
一
三
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
七
三
一
三
・

〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
三
・
一
四－

七
三
・
一
五

第
七
三
・
一
四
項
若
し
く
は
第
七
三
・
一
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
・
一
四
項
又
は
第
七
三
・
一
五
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
三
一
六
・
〇
〇－

七
三
二
〇
・
九
〇

第
七
三
一
六
・
〇
〇
号
か
ら
第
七
三
二
〇
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
一
六
・
〇
〇
号
か
ら
第
七
三
二
〇
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
三
・
二
一

第
七
三
・
二
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
・
二
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
三
二
二
・
一
一－

七
三
二
二
・
九
〇

第
七
三
二
二
・
一
一
号
か
ら
第
七
三
二
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
二
二
・
一
一
号
か
ら
第
七
三
二
二
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
三
・
二
三－

七
三
・
二
五

第
七
三
・
二
三
項
か
ら
第
七
三
・
二
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
・
二
三
項
か
ら
第
七
三
・
二
五
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
三
二
六
・
一
一－

七
三
二
六
・
九
〇

第
七
三
二
六
・
一
一
号
か
ら
第
七
三
二
六
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
三
二
六
・
一
一
号
か
ら
第
七
三
二
六
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
四
類

銅
及
び
そ
の
製
品

七
四
・
〇
一－

七
四
・
〇
三

第
七
四
・
〇
一
項
か
ら
第
七
四
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
四
・
〇
一
項
か
ら
第
七
四
・
〇
三
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
四
・
〇
四

第
七
四
・
〇
四
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

七
四
・
〇
五－

七
四
・
一
九

第
七
四
・
〇
五
項
か
ら
第
七
四
・
一
九
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
四
・
〇
五
項
か
ら
第
七
四
・
一
九
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
五
類

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
そ
の
製
品

七
五
・
〇
一－

七
五
・
〇
二

第
七
五
・
〇
一
項
若
し
く
は
第
七
五
・
〇
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
五
・
〇
一
項
又
は
第
七
五
・
〇
二
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
五
・
〇
三

第
七
五
・
〇
三
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

七
五
・
〇
四－

七
五
・
〇
八

第
七
五
・
〇
四
項
か
ら
第
七
五
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
五
・
〇
四
項
か
ら
第
七
五
・
〇
八
項
ま
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で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
六
類

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
製
品

七
六
・
〇
一

第
七
六
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
六
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
六
・
〇
二

第
七
六
・
〇
二
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

七
六
・
〇
三－

七
六
・
一
六

第
七
六
・
〇
三
項
か
ら
第
七
六
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
六
・
〇
三
項
か
ら
第
七
六
・
一
六
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
八
類

鉛
及
び
そ
の
製
品

七
八
・
〇
一

第
七
八
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
八
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の



505

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
八
・
〇
二

第
七
八
・
〇
二
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

七
八
・
〇
四－
七
八
・
〇
六

第
七
八
・
〇
四
項
若
し
く
は
第
七
八
・
〇
六
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
八
・
〇
四
項
又
は
第
七
八
・
〇
六
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
七
九
類

亜
鉛
及
び
そ
の
製
品

七
九
・
〇
一

第
七
九
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
九
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

七
九
・
〇
二

第
七
九
・
〇
二
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

七
九
・
〇
三－

七
九
・
〇
七

第
七
九
・
〇
三
項
か
ら
第
七
九
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
七
九
・
〇
三
項
か
ら
第
七
九
・
〇
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
八
〇
類

す
ず
及
び
そ
の
製
品

八
〇
・
〇
一

第
八
〇
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
〇
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
〇
・
〇
二

第
八
〇
・
〇
二
項
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ

る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
〇
・
〇
三－

八
〇
・
〇
七

第
八
〇
・
〇
三
項
若
し
く
は
第
八
〇
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
〇
・
〇
三
項
又
は
第
八
〇
・
〇
七
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
八
一
類

そ
の
他
の
卑
金
属
及
び
サ
ー
メ
ッ
ト
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

八
一
〇
一
・
一
〇－

八
一
〇
一
・
九
六

第
八
一
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
一
・
九
六
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
一
・

九
六
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
一
・
九
七

第
八
一
〇
一
・
九
七
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
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さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
一
・
九
九－

八
一
〇
二
・
九
六

第
八
一
〇
一
・
九
九
号
か
ら
第
八
一
〇
二
・
九
六
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
一
・
九
九
号
か
ら
第
八
一
〇
二
・

九
六
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
二
・
九
七

第
八
一
〇
二
・
九
七
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
二
・
九
九－

八
一
〇
三
・
二
〇

第
八
一
〇
二
・
九
九
号
若
し
く
は
第
八
一
〇
三
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
二
・
九
九
号
又
は
第
八
一
〇
三
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
三
・
三
〇

第
八
一
〇
三
・
三
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
三
・
九
〇－

八
一
〇
四
・
一
九

第
八
一
〇
三
・
九
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
四
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
三
・
九
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
四
・

一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
四
・
二
〇

第
八
一
〇
四
・
二
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
四
・
三
〇－

八
一
〇
五
・
二
〇

第
八
一
〇
四
・
三
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
五
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
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変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
四
・
三
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
五
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
五
・
三
〇

第
八
一
〇
五
・
三
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
五
・
九
〇－

八
一
〇
七
・
二
〇

第
八
一
〇
五
・
九
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
七
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
五
・
九
〇
号
か
ら
第
八
一
〇
七
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
七
・
三
〇

第
八
一
〇
七
・
三
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
七
・
九
〇－

八
一
〇
八
・
二
〇

第
八
一
〇
七
・
九
〇
号
若
し
く
は
第
八
一
〇
八
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
七
・
九
〇
号
又
は
第
八
一
〇
八
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
八
・
三
〇

第
八
一
〇
八
・
三
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
八
・
九
〇－

八
一
〇
九
・
二
〇

第
八
一
〇
八
・
九
〇
号
若
し
く
は
第
八
一
〇
九
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
八
・
九
〇
号
又
は
第
八
一
〇
九
・
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二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
〇
九
・
三
〇

第
八
一
〇
九
・
三
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
〇
九
・
九
〇－

八
一
一
〇
・
一
〇

第
八
一
〇
九
・
九
〇
号
若
し
く
は
第
八
一
一
〇
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
〇
九
・
九
〇
号
又
は
第
八
一
一
〇
・

一
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
一
〇
・
二
〇

第
八
一
一
〇
・
二
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
一
〇
・
九
〇－

八
一
一
二
・
一
二

第
八
一
一
〇
・
九
〇
号
か
ら
第
八
一
一
二
・
一
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
一
〇
・
九
〇
号
か
ら
第
八
一
一
二
・

一
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
一
二
・
一
三

第
八
一
一
二
・
一
三
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
一
二
・
一
九－

八
一
一
二
・
二
一

第
八
一
一
二
・
一
九
号
若
し
く
は
第
八
一
一
二
・
二
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
一
二
・
一
九
号
又
は
第
八
一
一
二
・

二
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
一
二
・
二
二

第
八
一
一
二
・
二
二
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
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さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
一
二
・
二
九－

八
一
一
二
・
五
一

第
八
一
一
二
・
二
九
号
若
し
く
は
第
八
一
一
二
・
五
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
一
二
・
二
九
号
又
は
第
八
一
一
二
・

五
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
一
一
二
・
五
二

第
八
一
一
二
・
五
二
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
一
一
二
・
五
九－

八
一
一
三
・
〇
〇

第
八
一
一
二
・
五
九
号
か
ら
第
八
一
一
三
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
一
一
二
・
五
九
号
か
ら
第
八
一
一
三
・

〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
八
二
類

卑
金
属
製
の
工
具
、
道
具
、
刃
物
、
ス
プ
ー
ン
及
び
フ
ォ
ー
ク
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
二
・
〇
一－

八
二
・
一
五

第
八
二
・
〇
一
項
か
ら
第
八
二
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
二
・
〇
一
項
か
ら
第
八
二
・
一
五
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
八
三
類

各
種
の
卑
金
属
製
品

八
三
・
〇
一－
八
三
・
一
一

第
八
三
・
〇
一
項
か
ら
第
八
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
三
・
〇
一
項
か
ら
第
八
三
・
一
一
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
六
部

機
械
類
及
び
電
気
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
並
び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像

及
び
音
声
の
記
録
用
又
は
再
生
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
（
第
八
四
類
及
び
第
八
五
類
）

第
八
四
類

原
子
炉
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
機
械
類
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
四
〇
一
・
一
〇－

八
四
一
四
・
四
〇

第
八
四
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
四
一
四
・
四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
四
一
四
・

四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
四
・
五
一

第
八
四
一
四
・
五
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
四
・
五
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
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類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
四
・
五
九

第
八
四
一
四
・
五
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
四
・
五
九
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
四
・
六
〇

第
八
四
一
四
・
六
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
四
・
六
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
四
・
八
〇

第
八
四
一
四
・
八
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
四
・
八
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
四
・
九
〇

第
八
四
一
四
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
四
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
五
・
一
〇－

八
四
一
五
・
八
三

第
八
四
一
五
・
一
〇
号
か
ら
第
八
四
一
五
・
八
三
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
五
・
一
〇
号
か
ら
第
八
四
一
五
・

八
三
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
五
・
九
〇－

八
四
一
七
・
九
〇

第
八
四
一
五
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
一
七
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
五
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
一
七
・
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九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
八
・
一
〇－

八
四
一
八
・
四
〇

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

八
四
一
八
・
五
〇－

八
四
一
八
・
六
九

第
八
四
一
八
・
五
〇
号
か
ら
第
八
四
一
八
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
八
・
五
〇
号
か
ら
第
八
四
一
八
・

六
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
八
・
九
一

第
八
四
一
八
・
九
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
八
・
九
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
八
・
九
九

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

八
四
一
九
・
一
一

第
八
四
一
九
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
九
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
九
・
一
九

第
八
四
一
九
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
九
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
一
九
・
二
〇－

八
四
一
九
・
八
九

第
八
四
一
九
・
二
〇
号
か
ら
第
八
四
一
九
・
八
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
九
・
二
〇
号
か
ら
第
八
四
一
九
・

八
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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八
四
一
九
・
九
〇－

八
四
二
一
・
一
九

第
八
四
一
九
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
一
九
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
二
一
・

一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
一
・
二
一

第
八
四
二
一
・
二
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
一
・
二
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
一
・
二
二－

八
四
二
一
・
九
九

第
八
四
二
一
・
二
二
号
か
ら
第
八
四
二
一
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
一
・
二
二
号
か
ら
第
八
四
二
一
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
二
・
一
一

第
八
四
二
二
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
二
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
二
・
一
九－

八
四
二
二
・
二
〇

第
八
四
二
二
・
一
九
号
若
し
く
は
第
八
四
二
二
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
二
・
一
九
号
又
は
第
八
四
二
二
・

二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
二
・
三
〇－

八
四
二
二
・
四
〇

第
八
四
二
二
・
三
〇
号
若
し
く
は
第
八
四
二
二
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、



515

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
二
・
三
〇
号
又
は
第
八
四
二
二
・

四
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
二
二
・
九
〇－

八
四
三
三
・
一
一

第
八
四
二
二
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
三
三
・
一
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
二
二
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
三
三
・

一
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
三
三
・
一
九

第
八
四
三
三
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
三
三
・
一
九
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
三
三
・
二
〇－

八
四
三
三
・
六
〇

第
八
四
三
三
・
二
〇
号
か
ら
第
八
四
三
三
・
六
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
三
三
・
二
〇
号
か
ら
第
八
四
三
三
・

六
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
三
三
・
九
〇

第
八
四
三
三
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
三
三
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
・
三
四－

八
四
・
四
二

第
八
四
・
三
四
項
か
ら
第
八
四
・
四
二
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
・
三
四
項
か
ら
第
八
四
・
四
二
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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八
四
四
三
・
一
一－

八
四
四
三
・
三
九

第
八
四
四
三
・
一
一
号
か
ら
第
八
四
四
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
四
三
・
一
一
号
か
ら
第
八
四
四
三
・

三
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
四
三
・
九
一－
八
四
四
七
・
一
二

第
八
四
四
三
・
九
一
号
か
ら
第
八
四
四
七
・
一
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
四
三
・
九
一
号
か
ら
第
八
四
四
七
・

一
二
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
四
七
・
二
〇

第
八
四
四
七
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
四
七
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
四
七
・
九
〇－

八
四
四
九
・
〇
〇

第
八
四
四
七
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
四
九
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
四
七
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
四
九
・

〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
〇
・
一
一－

八
四
五
〇
・
一
九

第
八
四
五
〇
・
一
一
号
か
ら
第
八
四
五
〇
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
〇
・
一
一
号
か
ら
第
八
四
五
〇
・

一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
〇
・
二
〇

第
八
四
五
〇
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
〇
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
〇
・
九
〇

第
八
四
五
〇
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
〇
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
一
・
一
〇－

八
四
五
一
・
八
〇

第
八
四
五
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
四
五
一
・
八
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
四
五
一
・

八
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
一
・
九
〇

第
八
四
五
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
二
・
一
〇

第
八
四
五
二
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
二
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
五
二
・
二
一－

八
四
七
三
・
二
九

第
八
四
五
二
・
二
一
号
か
ら
第
八
四
七
三
・
二
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
五
二
・
二
一
号
か
ら
第
八
四
七
三
・

二
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
七
三
・
三
〇

第
八
四
七
三
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八
五
・
四
二
項
の
材
料
か
ら
の
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変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
七
三
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
七
三
・
四
〇－

八
四
八
〇
・
七
九

第
八
四
七
三
・
四
〇
号
か
ら
第
八
四
八
〇
・
七
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
七
三
・
四
〇
号
か
ら
第
八
四
八
〇
・

七
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
一
・
一
〇

第
八
四
八
一
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
一
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
一
・
二
〇

第
八
四
八
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
一
・
三
〇

第
八
四
八
一
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
一
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
一
・
四
〇

第
八
四
八
一
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
一
・
四
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
一
・
八
〇

第
八
四
八
一
・
八
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、
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原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
一
・
八
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
一
・
九
〇－

八
四
八
二
・
九
九

第
八
四
八
一
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
八
二
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
一
・
九
〇
号
か
ら
第
八
四
八
二
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
三
・
一
〇

第
八
四
八
三
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
三
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
三
・
二
〇

第
八
四
八
三
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
三
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
三
・
三
〇－

八
四
八
三
・
五
〇

第
八
四
八
三
・
三
〇
号
か
ら
第
八
四
八
三
・
五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
三
・
三
〇
号
か
ら
第
八
四
八
三
・

五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
八
三
・
六
〇－

八
四
八
三
・
九
〇

第
八
四
八
三
・
六
〇
号
若
し
く
は
第
八
四
八
三
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
八
三
・
六
〇
号
又
は
第
八
四
八
三
・

九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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八
四
・
八
四

第
八
四
・
八
四
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
・
八
四
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の

変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
四
・
八
六－
八
四
・
八
七

第
八
四
・
八
六
項
若
し
く
は
第
八
四
・
八
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
四
・
八
六
項
又
は
第
八
四
・
八
七
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
八
五
類

電
気
機
器
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像
及
び
音
声
の
記
録

用
又
は
再
生
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

注
釈

こ
の
類
の
規
定
の
適
用
上
、
「
拡
散
工
程
」
と
は
、
適
切
な
不
純
物
を
選
択
的
に
注
入
す
る
こ
と
に
よ

り
半
導
体
が
基
板
上
に
形
成
さ
れ
る
工
程
を
い
う
。

八
五
〇
一
・
一
〇－

八
五
二
三
・
四
〇

第
八
五
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
五
二
三
・
四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
五
二
三
・

四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
二
三
・
五
一－

八
五
二
三
・
五
九

第
八
五
二
三
・
五
一
号
か
ら
第
八
五
二
三
・
五
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
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変
更
（
第
八
五
・
四
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
二
三
・
五
一
号
か
ら
第
八
五
二
三
・

五
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
二
三
・
八
〇－

八
五
四
〇
・
九
九

第
八
五
二
三
・
八
〇
号
か
ら
第
八
五
四
〇
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
二
三
・
八
〇
号
か
ら
第
八
五
四
〇
・

九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
四
一
・
一
〇－

八
五
四
一
・
五
〇

第
八
五
四
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
五
四
一
・
五
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
、

締
約
国
に
お
い
て
拡
散
工
程
を
経
る
こ
と
。

八
五
四
一
・
六
〇－

八
五
四
一
・
九
〇

第
八
五
四
一
・
六
〇
号
若
し
く
は
第
八
五
四
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
四
一
・
六
〇
号
又
は
第
八
五
四
一
・

九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
四
二
・
三
一－

八
五
四
二
・
三
九

第
八
五
四
二
・
三
一
号
か
ら
第
八
五
四
二
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
、

締
約
国
に
お
い
て
拡
散
工
程
を
経
る
こ
と
。

八
五
四
二
・
九
〇－

八
五
四
三
・
三
〇

第
八
五
四
二
・
九
〇
号
か
ら
第
八
五
四
三
・
三
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項
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以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
四
二
・
九
〇
号
か
ら
第
八
五
四
三
・

三
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
四
三
・
七
〇

第
八
五
四
三
・
七
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八
五
・
四
二
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
四
三
・
七
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
四
三
・
九
〇－

八
五
四
七
・
九
〇

第
八
五
四
三
・
九
〇
号
か
ら
第
八
五
四
七
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
四
三
・
九
〇
号
か
ら
第
八
五
四
七
・

九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

八
五
四
八
・
一
〇

第
八
五
四
八
・
一
〇
号
の
産
品
が
第
四
十
条
に
定
め
る
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産

さ
れ
る
産
品
で
あ
る
こ
と
。

八
五
四
八
・
九
〇

第
八
五
四
八
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
八
五
・
四
二
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
五
四
八
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分

類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
七
部

車
両
、
航
空
機
、
船
舶
及
び
輸
送
機
器
関
連
品
（
第
八
六
類
か
ら
第
八
九
類
ま
で
）
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第
八
六
類

鉄
道
用
又
は
軌
道
用
の
機
関
車
及
び
車
両
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
鉄
道
又
は
軌
道
の
線
路
用
装
備
品
及
び

そ
の
部
分
品
並
び
に
機
械
式
交
通
信
号
用
機
器
（
電
気
機
械
式
の
も
の
を
含
む
。
）

八
六
・
〇
一－

八
六
・
〇
九

第
八
六
・
〇
一
項
か
ら
第
八
六
・
〇
九
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
六
・
〇
一
項
か
ら
第
八
六
・
〇
九
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
八
七
類

鉄
道
用
及
び
軌
道
用
以
外
の
車
両
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
品

八
七
・
〇
一－

八
七
・
一
六

原
産
資
格
割
合
が
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
八
八
類

航
空
機
及
び
宇
宙
飛
行
体
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
八
・
〇
一－

八
八
・
〇
五

第
八
八
・
〇
一
項
か
ら
第
八
八
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
八
・
〇
一
項
か
ら
第
八
八
・
〇
五
項
ま
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で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
八
九
類

船
舶
及
び
浮
き
構
造
物

八
九
・
〇
一－

八
九
・
〇
八

第
八
九
・
〇
一
項
か
ら
第
八
九
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
八
九
・
〇
一
項
か
ら
第
八
九
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
八
部

光
学
機
器
、
写
真
用
機
器
、
映
画
用
機
器
、
測
定
機
器
、
検
査
機
器
、
精
密
機
器
、
医
療
用
機
器
、
時
計
及
び
楽

器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
（
第
九
〇
類
か
ら
第
九
二
類
ま
で
）

第
九
〇
類

光
学
機
器
、
写
真
用
機
器
、
映
画
用
機
器
、
測
定
機
器
、
検
査
機
器
、
精
密
機
器
及
び
医
療
用
機
器
並
び
に
こ

れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
〇
〇
一
・
一
〇－

九
〇
〇
六
・
四
〇

第
九
〇
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
九
〇
〇
六
・
四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
〇
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
九
〇
〇
六
・
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四
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
〇
〇
六
・
五
一－

九
〇
〇
六
・
五
九

第
九
〇
〇
六
・
五
一
号
か
ら
第
九
〇
〇
六
・
五
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
〇
〇
六
・
五
一
号
か
ら
第
九
〇
〇

六
・
五
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
〇
〇
六
・
六
一－

九
〇
三
三
・
〇
〇

第
九
〇
〇
六
・
六
一
号
か
ら
第
九
〇
三
三
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
〇
〇
六
・
六
一
号
か
ら
第
九
〇
三
三
・

〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
九
一
類

時
計
及
び
そ
の
部
分
品

九
一
〇
一
・
一
一－

九
一
一
三
・
二
〇

第
九
一
〇
一
・
一
一
号
か
ら
第
九
一
一
三
・
二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
一
〇
一
・
一
一
号
か
ら
第
九
一
一
三
・

二
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
一
一
三
・
九
〇

第
九
一
一
三
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

九
一
・
一
四

第
九
一
・
一
四
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
一
・
一
四
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
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変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
九
二
類

楽
器
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
二
・
〇
一－

九
二
・
〇
九

第
九
二
・
〇
一
項
か
ら
第
九
二
・
〇
九
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
二
・
〇
一
項
か
ら
第
九
二
・
〇
九
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
一
九
部

武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
（
第
九
三
類
）

第
九
三
類

武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
三
・
〇
一－

九
三
・
〇
七

第
九
三
・
〇
一
項
か
ら
第
九
三
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
三
・
〇
一
項
か
ら
第
九
三
・
〇
七
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。
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第
二
〇
部

雑
品
（
第
九
四
類
か
ら
第
九
六
類
ま
で
）

第
九
四
類

家
具
、
寝
具
、
マ
ッ
ト
レ
ス
、
マ
ッ
ト
レ
ス
サ
ポ
ー
ト
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
詰
物
を
し
た

物
品
並
び
に
ラ
ン
プ
そ
の
他
の
照
明
器
具
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

サ
イ
ン
、
発
光
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
プ
レ
ハ
ブ
建
築
物

九
四
〇
一
・
一
〇－

九
四
〇
一
・
八
〇

第
九
四
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
九
四
〇
一
・
八
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
四
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
九
四
〇
一
・

八
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
四
〇
一
・
九
〇

第
九
四
〇
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

九
四
〇
二
・
一
〇－

九
四
〇
四
・
一
〇

第
九
四
〇
二
・
一
〇
号
か
ら
第
九
四
〇
四
・
一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
当
該
各
号
が
属
す
る
項

以
外
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
四
〇
二
・
一
〇
号
か
ら
第
九
四
〇
四
・

一
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
四
〇
四
・
二
一－

九
四
〇
四
・
二
九

第
九
四
〇
四
・
二
一
号
又
は
第
九
四
〇
四
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

九
四
〇
四
・
三
〇

第
九
四
〇
四
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
四
〇
四
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
関
税
分
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類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
四
〇
四
・
九
〇

第
九
四
〇
四
・
九
〇
号
の
布
団
及
び
羽
根
布
団
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
九
四
〇
四
・
九
〇
号
の
そ
の
他
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

九
四
・
〇
五－
九
四
・
〇
六

第
九
四
・
〇
五
項
若
し
く
は
第
九
四
・
〇
六
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又
は
、

原
産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
四
・
〇
五
項
又
は
第
九
四
・
〇
六
項
の

産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
九
五
類

玩
具
、
遊
戯
用
具
及
び
運
動
用
具
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
五
・
〇
三－

九
五
・
〇
八

第
九
五
・
〇
三
項
か
ら
第
九
五
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
五
・
〇
三
項
か
ら
第
九
五
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
九
六
類

雑
品

九
六
・
〇
一

第
九
六
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

九
六
・
〇
二－

九
六
・
〇
四

第
九
六
・
〇
二
項
か
ら
第
九
六
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又



529

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
六
・
〇
二
項
か
ら
第
九
六
・
〇
四
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

九
六
・
〇
五

第
九
六
・
〇
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

九
六
・
〇
六－

九
六
・
一
八

第
九
六
・
〇
六
項
か
ら
第
九
六
・
一
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
六
・
〇
六
項
か
ら
第
九
六
・
一
八
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。

第
二
一
部

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
っ
と
う
（
第
九
七
類
）

第
九
七
類

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
っ
と
う

九
七
・
〇
一－

九
七
・
〇
六

第
九
七
・
〇
一
項
か
ら
第
九
七
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
又

は
、原

産
資
格
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
（
第
九
七
・
〇
一
項
か
ら
第
九
七
・
〇
六
項
ま

で
の
各
項
の
産
品
へ
の
関
税
分
類
の
変
更
を
必
要
と
し
な
い
。
）
。


